
スパイ防止法の危険とはなにか

別所憲法９条の会

日時：2026年3月23日（月） 13:30

場所：長池公園自然館会議室



１．与党（自民、維新）と野党（国民民主、参政）が推進

２．スパイ機関を設置して諜報活動をおこなう

３．スパイ活動を取り締まる

４．中身はアメリカの制度の丸写し

５．スパイ防止法がもたらすもの

６．日本社会はどう変わるか

スパイ防止法とインテリジェンス政策



１．いま「スパイ防止法」「インテリジェンス政策」とし
てつくられようとしている制度は何か

自民党、参政党、日本維新の会、国民民主党などがそれぞ
れに法案、提言、要綱を発表

 内閣情報調査室及び内閣情報官を格上げして、公式な国内治
安機関「国家情報局」「国家情報局長」とする。

 対外情報庁（日本版CIA）をつくる。

 防諜対策として外国代理人登録制度（Foreign Agent Registry）
をつくる。

いずれもアメリカの制度のコピーで、アメリカのスパイ機関
が関係国に設置を強く望んでいる
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https://o-ishin.jp/news/2025/images/8ad9b6529ace9737ca7e45a4f0ce62730fdfd526.pdf



日本維新の会（つづき）

II インテリジェンスとは 

一般的に、インテリジェンスは、機能×領域で表される。機能(Function)

は、１―諜報 (Intelligence collection)、２ ―防諜(Counter-intelligence)、

３ ―非公然活動(Covert action)の３つに分類される。

また、領域(Domain)として、非軍事領域(Civil intelligence)及び軍事領域

(Military intelligence)が存在し、非軍事領域は、担当する地 理的範囲

(Geographic orientation)別に、対外インテリジェンス(Foreign intelligence) 

及び対内インテリジェンス(Domestic intelligence)が存在する。 

また、インテリジェンスに関する主な手法(Discipline)は、HUMINT(人的情

報)、 SIGINT(通信・電波情報)、IMINT(画像情報)、MASINT(測定・特性情

報)、TECHINT (技術情報)、OSINT(公開情報)等が挙げられる。 



第二 基本的施策

一 外国による不当な影響力の行使の防止のための措置等(第6条関係) 

1 国は、外国による我が国に対する不当な影響力の行使の防止に 資するよう、外国の利益を図る目的で行われる一定
の動を把握握 し及びこれを国民に周知するための当該活動を行う者に係る国へ の届出制度の創設その他の必要な措
置を講ずるものとする。

2 国は、外国の利益を図る目的で虚偽の情報、不正確な情報その 他誤解を生じさせるおそれのある情報が情報通信技
術を用いて拡 散されることが我が国の健全な民主主義の発達に及ぼす影響、当 該影響に適切に対処するための方策
等に関する調査研究を行い、 その結果に基づいて、当該影響に適切に対処するために必要な施 策を講ずるものとす
る。

二 行政組織の整備等 (第7条関係) 

1 国は、インテリジェンスを適確に実施することができるように するため、インテリジェンスに関する事務をつかさどる機
関及び これを管理する独立行政委員会の設置を含めた必要な行政組織の 整備、関係機関の連携協力の確保その

他必要な体制 の整備を行う ものとする。 

2 国は、1の体制の整備に当たっては、国会の関与による民主的 統制が確保されたものとなるようにしなければならな
い。 

三 情報収集等に係る手法の拡充等 (第8条関係) 

1 国は、インテリジェンスを適確に実施することができるように するため、国の安全の確保等に関する政策決定のため
に必要な情 報収集等に係る手法の拡充その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 1の措置を講ずるに当たっては、インテリジェンスの実施に際 して国民の自由と権利に制限が加えられる場合にあ
っても、 その 制限はインテリジェンスを実施するため必要最小限のものに限ら れ、かつ、公正かつ適正な手続の下
に行われなければ ならないこ とに留意されなければならない。 

国民民主党

https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2025/11/4969eb4a0762a37935114707329c942b.pdf



参政党

https://sanseito.jp/nppoj/wp-content/uploads/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E9%98%B2%E6%AD%A2%E9%96%A

2%E9%80%A3%EF%BC%92%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%AE%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F.pdf



在外大使館など、諜報活動はどこの国もおこなっている。

米国の中央情報局（CIA）、旧ソ連の国家保安委員会（KGB）
イスラエルの諜報特務庁（モサド）が知られる。KGBはソ連崩
壊にともなって解体されたが、対外情報庁（SVR）、連邦保護
庁（FSO）、連邦保安庁（FSB）に引き継がれた。

日本には内閣調査室がある。戦前戦中、日本の特務機関が
アジア（特に満洲）で暗躍。

政権と自らに都合のよい情報を流し、国家の「脅威」を演出、
対抗する人々の社会的信用を失墜させるための世論操作、
国外では謀略活動をおこなう。ときには誘拐、拷問、暗殺も。

スパイ機関は「国家機密」を盾に情報を公開しないことが多
く、これを監督する機関の設置は難しい。

２．スパイ機関とは？



外国の利益を代表して活動しているとみなされる人や団体は、
日本で登録の義務を負う。登録した人や団体は報告の義務など
を課され、常時、日本政府・スパイ機関の監視対象となる。

同時に、外国の利益を代表して活動していると日本政府にみな
されれば、登録していない人や団体は、日本人でも処罰の対象
になる。

偶然に、あるいは個人の意見として、外国政府の方針や政策に
近い考えだったり、行動を取ったりした結果、「外国の利益を代
表している」「中国の手先」「ロシアのスパイ」などとみなされて、
日本人も監視対象にされたり、処罰されたりする可能性がある。

３．スパイ活動を取り締まる外国代理人登録制度



日本の歴史でいえば、戸籍、外国人登録制度、共通番号（マイ
ナンバー）制度など。

戦前戦中の日本は植民地を管理する手段として、様々な登録・
識別制度を設けて、植民地出身者を監視対象にした。

日本の植民地の中で、中国東北部（満洲）では住民や労働者に
指紋の登録が課され、登録・識別制度は日本の支配にとって欠
かせなかった。日本の特務（スパイ）機関が最も多く活動したの
も、中国東北部。この二つの事実は偶然の一致ではない。

登録とは単なる記録ではなく、政府にとって監
視と介入の手段になる



４．なぜアメリカの制度の丸写しなのか
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「NSAには総合評議室と呼ばれる部署があって、100人程度の
法律家が働いています。この法律家グループは外務取締役会と
呼ばれる部署と一緒に、どの国が法的にどこまでNSAに協力し
て情報収集することが可能か、それ以上の諜報活動を求めれば
国内法や憲法に違反する、または人権侵害になるといったこと
を把握している。ではどうすれば人権上の制約を回避できるか、
どうすればその国が自国民をスパイすることを妨げている法の
守りを解くことができるか、もっと情報を機密化して公衆の目か
ら隠すことができるかを検討しているのです。そうすれば、その
国の諜報機関がNSAと一緒に、もっと深い闇まで入っていける
から…」

（『スノーデン、監視社会の恐怖を語る』 p.93）



サイバー攻撃・スパイ法が成立―2022年、ブレア米国家情報長
官が「日本のサイバー防衛はマイナー・リーグ。日米同盟の最
大の弱点」と酷評し、日本政府がアメリカやカナダを例に「欧米
主要諸国と同等以上にサイバー対処能力を高める」（国家安全
保障戦略）と表明。 （『朝日新聞』2025年3月21日）

違法な国家監視を合法化する法律を他国につくらせて、アメリカ
のスパイ活動を担わせる。

「はっきり言えることは、彼ら（NSA）は何年もかけてファイブ・アイ
ズという５カ国のネットワークを立ち上げ、スパイと司法上の抜け
道のシステムをつくりあげた。次に同じことを他の国々にも輸出
し始めたのです。」  （『スノーデン、監視社会の恐怖を語る』 p.93）

アメリカに奉仕するための日本のスパイ活動の
公式化・合法化



５．アメリカのスパイ防止法はどんな結果をもた
らしたのか

アメリカのスパイ防止法（Espionage Act）は、アメリカの第一次
世界大戦参戦後の1917年に制定。

この法律によって訴追された人々：社会主義者、アナーキス
ト、反戦活動家、そして政府にとって不都合な真実を告発した
人々

⚫ ローゼンバーグ夫妻（ソ連のスパイとされ、1953年に処刑）

⚫ ダニエル・エルスバーグ（ペンタゴン文書でベトナム戦争の不
正を暴く）

⚫ ジュリアン・アサンジ（ウィキリークス創始者）

⚫ チェルシー・マニング（イラク戦争の戦争犯罪を内部告発）

⚫ エドワード・スノーデン（NSAの世界監視を暴く）



通常の刑事裁判と違い、裁判の内容が国家機密に触れるとさ
れ、裁判は一部もしくは全部非公開になる。

スパイとして訴追された証拠は公にならない。被告人側やジャー
ナリスト、市民社会が容疑を検証することはできない。

被告人は自分を弁護する機会を奪われる。

軍法裁判、軍事法廷、超法規的処罰に近づく。

インテリジェンス（諜報）による情報収集と、刑事捜査のための
証拠集めはまったく異なる。通常の刑事事件では、違法な証拠
収集は証拠能力を失うが、諜報では違法に収集した情報でも事
実として流通してしまう。スパイ機関はほとんど情報源を明かさ
ない。

スパイとして訴追されると「国家の敵」。
公平な裁判を受ける権利はない



「戦争において入手する情報の多くは互いに矛盾している、それよりもさら
に多くの部分は誤っている、そして最も多くの部分はかなり不確実である」

（クラウゼヴィッツ、『戦争論）』

「秘匿がルールでデータは断片的で曖昧、答えを求める政治的圧力は甚
大というインテリジェンスの世界では、選択的な、不正の可能性もあるデ
ータの利用が特に顕著である。これはすべて『確証バイアス』への傾向を
強める」 （サミュエルズ、『特務』 p.52）

構造的問題点（サミュエルズ、『特務』 p.57）
軽視…政策立案者が分析官の警告を無視するか選り好みする。
過剰な調和…分析官が政策立案者の意見であると信じるものに自分の
見積もりを一致させるよう改ざんする。
政治化…あらかじめ出された結論に合うように情報を操作、または諜報
機関にとって望ましい分析結果を知らせておこうとする。

だが、間違いと失敗が任務と予算の拡大につながるのが諜報の世
界！

しかも、スパイ機関の情報は間違いが多い



カナダではスパイ機関と警察の発達は白人至上主義と
入植者植民地主義と切っても切り離せない

先住民族に対する監視—寄宿学校制度、保健・福祉制度を通じた
介入、自然資源の搾取、主権回復運動の弾圧、極端に高い投獄率
黒人に対する監視ー警察の暴力、極端に高い投獄率、保健・福祉
制度を通じた介入

イスラム教徒に対する監視ー対テロ戦争下での違法な逮捕、監
禁、超法規的暴力

中国系カナダ人への監視ー登録の義務化、移民の禁止、人頭税

日系カナダ人への監視ー強制収容、財産没収、追放、強制移動

共産主義者、社会主義者、LGBTQ、フェミニスト、ホームレスなどに
対する監視

日本はどうなる？



イスラエルの8200部隊によるパレスチナ
人に対するAI監視、ドローン使用

アメリカのICEによる移民に対する顔認
証、位置追跡、反対者の監視

イスラエル製「ペガサス」などのスパイウ
エアを密かに購入し、ジャーナリストや市
民の携帯電話をハッキングして使用する
各国政府と警察

攻撃性を増す監視技術と、それを開発するビッ
グ・テックがスパイ機関と協力



公式にスパイ機関としてお墨付きを得、秘密に守られた国家情報局、
国家情報官、対外情報庁は、巨大で違法な個人情報収集能力を与え
られ、政治リーダーたちの意思決定への影響力を強める。

スパイ機関の秘密主義は民主主義と元来相容れない。スパイ行為は
違法であるからこそ隠される。スパイ機関は、法を犯すという例外的
権限を与えられた国家の中の国家へ。

制度化され、内面化されるスパイ防止と排外主義は、コミュニティに敵
対心を醸成し、社会の多様性と創造性を大きく傷つける。愛国心と忠
誠心があらゆる価値の上位に配備されれば、密告社会へ。

日本は対米従属を強める。「ウサギの長い耳」は建て前？

増大する軍事費とともにスパイ機関の支出（何に使っているのかは不
明確）も増え、日本社会はますます貧困化する。

６．スパイ防止法とスパイ機関の創設は日本社会
をどう変えるか



「壁に耳あり、障子に目あり」「触らぬ神にたたりなし」で
戦争や自衛隊については話さない方がいい？

政府批判を自粛するなら民主主義とは言えず、表現の
自由、集会・結社の自由、報道の自由、言論の自由は絵
に描いた餅に。

自分がスパイでないことをどうやって証明する？

スパイ機関の監視は困難。

世界的に台頭する新たなファシズムと、対中関係の悪化
の中で、自由と平和をどう実現するか？

裏切りと密告の暗黒社会を受け入れるか否か

かつて来た滅びの道か、それとも…？
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